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一般社団法人日本医療安全調査機構定款 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人日本医療安全調査機構と称し、英文では、Japan Medical 

Safety Research Organization と表示する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 

２ この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 

（公告の方法） 

第３条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官

報に掲載する方法により行う。 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第４条 この法人は、専門性、中立公正性、透明性のもと、医療法第6条の10の規定に基づ

く医療事故（以下「医療事故」という。）についての情報の収集・検証・調査、研修、出

版等の事業を通して、事故の防止のための適切な対応策の策定に役立つ知見を蓄積し、普

及啓発することにより、医療の安全の確保と質の向上を図ることを目的とする。 

（事業） 

第５条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

⑴ 医療事故に関する情報の収集及び調査

⑵ 前号に関連する情報の整理と分析

⑶ 医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修

⑷ 医療事故の再発防止に関する普及啓発

⑸ 前４号に関連する広報及び出版

⑹ その他、国の医療安全制度に則り行う事業

２ 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 

資料１
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第３章 社員 

（法人の構成員） 

第６条 この法人は、この法人の目的に賛同する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の

医療関係者を中心として組織された学会及びその他関係団体を社員とする。 

（社員の資格の取得） 

第７条 この法人の社員となろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、そ

の承認を受けなければならない。 

（医療安全分担金） 

第８条 社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会の決議

に基づき医療安全分担金を支払わなければならない。 

（任意退会） 

第９条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも

退会することができる。但し、１か月前までにこの法人に対して、退会の予告をしなけれ

ばならない。 

（除名） 

第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員

を除名することができる。 

 ⑴ この定款又はその他の規則に違反したとき。 

 ⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 ⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。 

２ 前項の規定により社員を除名したときは、当該社員に対し、除名した旨を通知しなけれ

ばならない。 

（社員資格の喪失） 

第11条 前２条の場合のほか、社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を

喪失する。 

 ⑴ 第８条の支払義務を２年以上履行しなかったとき 

 ⑵ 総社員が同意したとき。 

 ⑶ 当該社員が解散したとき。 

２ 社員が前２条及び前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する社員

としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができ

ない。 

３ この法人は、社員がその資格を喪失しても、既に納入した医療安全分担金及びその他の

拠出金品は、これを返還しない。 
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第４章 社員総会 

（構成） 

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 

（権限） 

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。 

 ⑴ 社員の除名 

 ⑵ 理事及び監事の選任又は解任 

 ⑶ 理事及び監事の報酬等の額 

 ⑷ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

 ⑸ 定款の変更 

 ⑹ 解散及び残余財産の処分 

 ⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後３箇月以内に開催するほか、必

要がある場合に臨時社員総会を開催する。 

（招集） 

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が

招集する。 

２ 総社員の議決権の10分の１以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目

的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

３ 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の１週間前までに、社員に対して、

会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的記録により、その通知を発

しなければならない。 

（議長） 

第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故のあるときは、

あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。 

（議決権） 

第17条 社員総会における議決権は、社員１人につき１個とする。 

（書面による議決権行使） 

第18条 社員総会に出席しない社員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を

行使し、又は、他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。 

２ 前項の規定により書面をもって議決権を行使した社員は、次条の規定の適用については
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出席したものとみなす。 

（決議） 

第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該

社員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の

３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 ⑴ 社員の除名 

 ⑵ 監事の解任 

 ⑶ 役員等の責任の一部免除 

 ⑷ 定款の変更 

 ⑸ 解散 

 ⑹ その他法令で定められた事項 

（決議の省略） 

第20条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その

提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提

案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

（報告の省略） 

第21条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ

の事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみな

す。 

（議事録） 

第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事の経過の要領及びそ

の結果その他の事項を記載し、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長が記名押印しなければならない。 

（社員総会運営規則） 

第23条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社

員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。 



 

5 

第５章 役員等 

（役員の設置） 

第24条 この法人に、次の役員を置く。 

 ⑴ 理事 ９人以上１５人以内 

 ⑵ 監事 ２人以内 

２ 理事のうち１人を理事長、３人以内を副理事長、１人を専務理事、３人以内を常任理事

とする。 

３ 前項のほか、社員総会の決議により常務理事を置くことができる。 

４ 第２項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団･

財団法人法」という。）上の代表理事とし、副理事長、専務理事、常務理事及び常任理事

をもって一般社団･財団法人法第91条第１項第２号の業務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

２ この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある

者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

３ この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び

この法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係

があってはならない。 

（欠格事由） 

第26条 次に掲げる者は、この法人の理事又は監事（以下「役員」という。）となること 

ができない。 

⑴ 一般社団・財団法人法第65条第１項各号に掲げられた者 

⑵ 一般社団・財団法人法第65条第１項第３号に該当する罪刑又は第４号に該当する刑に 

処せられる可能性のある罪で起訴されている者 

⑶ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益法人認定法」とい 

う。）第６条第１号に該当する者 

⑷ 公益法人認定法第６条第１号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可 

能性のある罪で起訴されている者 

（理事の職務及び権限） 

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す

る。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執

行する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、代表権を除く理事長の職務を
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代行する。 

４ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、医療法（昭和２２年法律第２０５号）第６

条の１６に規定される医療事故調査・支援センターの業務（同法第６条の１５第１項の規

定に基づく医療事故調査･支援センターの指定を受けた場合に限る。）を含む機構の業務を

執行する。 

５ 常務理事及び常任理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、理事会の決議によ

り、機構の業務を分担執行する。 

６ 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び常任理事は、毎事業年度に４箇月を超える

間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

３ 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める

監事監査規程によるものとする。 

（役員の任期） 

第29条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社

員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

３ 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、

前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 増員により選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。 

５ 理事又は監事は、第24条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての

権利義務を有する。 

（役員の地位の喪失） 

第30条 この法人の役員は、第26条に掲げる各号のいずれかに該当するに至った時、当 

然にこの法人の役員としての地位を喪失する。 

（役員の解任） 

第31条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。 

（報酬等） 

第32条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会におい
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て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することがで

きる。 

２ 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。こ

の場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。 

 

（顧問） 

第33条 この法人に、顧問２人以内を置くことができる。 

２ 顧問は、次の職務を行う。 

 ⑴ 理事長の相談に応じること。 

 ⑵ 理事会から諮問された事項について意見を述べること。 

３ 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 

４ 顧問の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすること

ができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第34条 この法人に、理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第35条 理事会は、次の職務を行う。 

 ⑴ この法人の業務執行の決定 

 ⑵ 理事の職務の執行の監督 

 ⑶ 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び常任理事の選定及び解職 

２ 一般社団・財団法人法第90条第４項の定めにしたがい、理事会は、次に掲げる事項その

他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 

⑴ 重要な財産の処分及び譲受け 

⑵ 多額の借財 

⑶ 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び常任理事の選定及び解職 

⑷ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この

法人の業務の適正を確保するために必要なものとして一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律施行規則で定められた体制の整備 
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 （種類及び開催） 

第36条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の２種類とする。 

２ 定時理事会は、毎事業年度４回以上開催する。 

（招集） 

第 37条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

３ 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、

理事会の日の１週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならな

い。 

４ 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の

手続を経ることなく開催することができる。 

（議長） 

第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は欠

けたときは、他の理事がこれに当たる。 

（決議） 

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

（決議の省略） 

第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案

につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたとき（監事がその提案について異議を述べたときを除く。）は、その提案を可決する旨の

理事会の決議があったものとみなす。 

（報告の省略） 

第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した

ときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。 

２ 前項の規定は、第27条第５項の規定による報告については、適用しない。 

（議事録） 

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければな

らない。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 

（理事会運営規則） 

第43条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事

会において定める理事会運営規則によるものとする。 
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第７章 委員会 

第44条 （削除） 

（委員会及び部会） 

第45条 この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会及び部会を

設置することができる。 

２ 重要な委員会の委員は、理事会において選任し、解任する。これ以外については理事長

が選任し、解任する。 

３ 委員会及び部会の任務、構成及び運営に関する重要な事項は、理事会の決議により別に

定める。 

４ 委員会及び部会は、法人法上の機関の権限を冒してはならない。 

 

第８章 資産及び会計 

（財産の管理及び運用） 

第46条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の

決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。 

（事業年度） 

第47条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第48条 この法人の事業計画書、収支予算書（損益ベース内訳表）、資金調達及び設備投資

の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、

理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第49条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 ⑴ 事業報告 

 ⑵ 事業報告の附属明細書 

 ⑶ 貸借対照表 

 ⑷ 正味財産増減計算書 

 ⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

 ⑹ 財産目録 
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２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、

定時社員総会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につい

ては、承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供する

とともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 ⑴ 監査報告 

 ⑵ 理事及び監事の名簿 

 ⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

 ⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類 

 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第50条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の

規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、

前条第３項第４号の書類に記載するものとする。 

 （株式（出資）に係る議決権の行使） 

第 51条 この法人は、保有する株式（出資）に係る議決権を行使してはならない。 

 

第９章 基金 

（基金の募集） 

第52条 この法人は、一般社団・財団法人法第131条に基づく基金を引き受ける者の募集を

することができる。 

（基金の取扱い） 

第53条 基金の募集、割当て、拠出等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについ

ては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。 

（基金拠出者の権利） 

第54条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金を

その拠出者に返還することができるものとする。 

 

（基金の返還） 

第55条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条に規
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定する限度額の範囲内で行うものとする。 

２ 前条第２項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。 

（代替基金の積立） 

第56条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立て

るものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。 

 

第10章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第57条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

第58条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第59条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、社員総会の決

議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は

当該合併の日から１箇月以内に、公益法人認定法第５条第17号に掲げる法人又は国若しく

は地方公共団体に贈与するものとする。 

（残余財産の帰属） 

第60条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国

若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第５条第17号に掲げる法人であって租税特別

措置法第40条第１項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 

 

第11章 事務局 

（事務局） 

第61条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。 

４ 前項以外の職員は、理事長が任免する。 

５ 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
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第12章 情報公開及び個人情報の保護 

（情報公開） 

第62条 この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務

資料等を積極的に公開するものとする。 

２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則によるも

のとする。 

（個人情報の保護） 

第63条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 

２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

第13章 補則 

（委任） 

第64条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決

議により別に定める。 

 

 

 

   附 則（平成26年９月24日社員総会決議） 

１ この定款は、決議の日から施行する。 

 

 

附 則（平成27年４月28日社員総会決議） 

１ この定款の改正は、決議の日から施行する。 

 

 

附 則（平成27年８月３日社員総会決議） 

１ この定款の改正は、決議の日から施行する。 
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一般社団法人 日本医療安全調査機構 

医療事故調査・支援事業運営委員会 委員構成 

委  員 

 

所   属 

有賀 徹 昭和大学病院 院長 

飯田 修平 全日本病院協会 常任理事、練馬総合病院 院長 

今村 定臣 日本医師会 常任理事 

岩瀬 博太郎 
日本法医学会 理事、千葉大学大学院医学研究院法医学教室・東京大学大学院医学系研究科法医学

教室(兼任) 教授 

上野 道雄 福岡県医師会 副会長、国立病院機構福岡東医療センター 院長 

後  信 
九州大学病院医療安全管理部 教授 

日本医療機能評価機構 執行理事 

岡本 登美子 日本助産師会 助産所部会長 

河野 龍太郎 
自治医科大学メディカルシュミレーションセンター センター長 

自治医科大学医学部医療安全学 教授 

鈴木 洋史 日本薬剤師会 副会長 

瀬古口 精良 日本歯科医師会 常務理事 

内藤 善哉 日本病理学会 関東支部長、日本医科大学大学院統御機構診断病理学 教授 

永井 裕之 患者の視点で医療安全を考える連絡協議会 代表 

長尾 能雅 
名古屋大学医学部附属病院 副院長 

医療の質・安全管理部 部長 

樋口 範雄 東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

福井 トシ子 日本看護協会 常任理事 

松原 久裕 日本外科学会 理事、千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学 教授 

村山 貞之 日本医学放射線学会 理事、琉球大学大学院医学研究科放射線診断治療学講座 教授 

矢冨 裕 東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学 教授 

山口 育子 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長 

   



一般社団法人 日本医療安全調査機構 

医療事故調査・支援事業運営委員会規程 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本医療安全調査機構(以下「当機構」という)定款第４

５条第３項の規定に基づき、医療法（昭和２３年７月３０日法律第２０５号）第６条の１

５第１項に規定される医療事故調査・支援センターの業務（以下「センター業務」と

いう。）について、その適正かつ確実な運営を図るため医療事故調査・支援事業運営委員

会（以下「委員会」という。）を設置して、その任務、構成及び運営その他の必要な事項

を定めることを目的とする。 

（任務） 

第２条 委員会は、理事会の諮問機関として、センター業務の活動方針の検討及び活動内

容の評価を行い、理事会に答申する。 

（構成等） 

第３条 委員会は、センター業務に関する有識者により構成する。 

２ 委員は、１５人以上２０人以内とする。 

３ 委員は、理事会の決議により選任し、解任する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。 

６ 委員が欠けた場合又は委員の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した

委員は、新たに選任された委員が就任するまでの間、なお委員としての権利義務を有する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。 

３ 委員長は、委員の中から理事長が指名して選任し又は解任する。 

４ 委員長の任期は、前条に定める委員としての任期の終結までとする。 

５ 前条第６項の定めは、委員長について準用する。 

（招集及び決議） 

第５条 委員会は、必要に応じ、委員長が随時招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、議題につき、

あらかじめ書面をもって意見を表明した委員は、出席者とみなす。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとする。 

４ 委員は、自己に特別の利害関係がある議事の審議及び議決に加わることができない。 
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５ 委員会は、原則公開とする。ただし、個人情報を扱う場合は、非公開とする。 

６ 委員長が必要と認めたときは、参考人に対し委員会への出席を求め、資料の提供、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（議事録） 

第６条 委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成す

るものとする。 

（答申） 

第７条 委員会は、理事会から受けた諮問事項につき、合理的な時間内に審議を行い、その

決議により委員会としての答申を決定する。 

２ 前項の答申は、委員長が委員会を代表して理事会に提出する。 

３ 理事会は、前２項の答申について誠実に勘案し、一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（平成１８年法律第４８号。以下「一般法人法」という。）第９０条（理事会の権

限及び義務）にしたがい、理事会の法的責任において調査等業務について必要な事項を決

定する。 

 

（事務局） 

第８条 委員会の事務は、当機構の事務局が行うものとする。 

２ 事務局の職員は、委員会の事務を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

（補則） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、理事長が別に定め

る。 

 

附 則（平成２７年８月３日理事会決議） 

１ この規程は、平成２７年８月１７日から施行する。 

２ この規程に基づき医療事故調査・支援事業運営委員会が発足した時点をもって、従前の

運営委員会及び運営委員会規程は廃止する。 









一般社団法人 日本医療安全調査機構 

医療法第６条の１８第１項に基づく調査等業務に関する規程 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第６条の１５第１項の医療事

故調査・支援センター（以下「センター」という。）が行う同法第６条の１６各号に掲げ

る業務（以下「調査等業務」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ この規程は、一般社団法人日本医療安全調査機構（以下｢機構｣という。）が定める医療

法第６条の１８第１項の業務規程とする。 

（調査等業務の目的） 

第２条 機構は、調査等業務を適切かつ確実に行うことにより、医療の安全の確保に資す

ることを目的とする。 

２ 前項の規定は、調査等業務が個人の責任を追及することを目的とするものと解しては

ならない。 

（定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 病院等 病院、診療所又は助産所をいう。

⑵ 医療事故 医療法第６条の１０第１項に規定する医療事故をいう。

⑶ 医療事故報告 医療法第６条の１０第１項に規定する病院等の管理者からの報告を

いう。

⑷ 遺族 医療法第６条の１０第２項に規定する遺族をいう。

⑸ 医療事故調査 医療法第６条の１１第１項に規定する医療事故調査をいう

⑹ 医療機関調査 病院等の管理者が行う医療事故調査をいう。

⑺ 医療機関調査報告 医療法第６条の１１第４項に規定する医療機関調査が終了した

ときの病院等の管理者からの結果の報告をいう。

⑻ センター調査 医療法第６条の１７第１項に規定する医療事故が発生した病院等の

管理者又は遺族からの依頼により機構が行う調査をいう。

⑼ センター調査報告 医療法第６条の１６第３項に規定される機構から病院等の管理

者及び遺族へ行われる報告をいう。
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（調査等業務の範囲） 

第４条 調査等業務の範囲は、医療法第６条の１６各号に掲げられている以下の業務とす

る。ただし、第７号の業務を行う場合には、予めその内容について厚生労働省と協議す

るものとする。 

⑴ 医療機関調査報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。 

⑵ 医療機関調査報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の

報告を行うこと。 

⑶ センター調査を行うとともに、その結果を調査の依頼をした管理者及び遺族に報告

すること。 

⑷ 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を

行うこと。 

⑸ 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。 

⑹ 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。 

⑺  前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。 

（コンプライアンス） 

第５条 機構は調査等業務を行うに当たっては、この規程のほか医療法、医療法施行規則

（昭和２３年厚生労働省令第５０号）その他の関係法令を遵守するとともに、医療法第

６条の１９第１項に基づき厚生労働大臣に認可された事業計画書及び収支予算書並びに

｢地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行（医療事故調査制度）について｣（平成２７年５月８日付医政発０５

０８第１号厚生労働省医政局長通知）に基づいて行わなければならない。 

 

第２章 調査等業務を行う時間及び休日 

（調査等業務を行う時間） 

第６条 調査等業務を行う時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、臨時又は

緊急の必要がある場合は、機構の理事長（以下、単に｢理事長｣という。）は、調査等業務

を行う職員に対してこれ以外の時間において調査等業務を行うことを命じることがある

ものとする。 

（休日） 

第７条 機構は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（毎年１２月２９日から翌年

１月３日までの間をいう。）を休日とする。ただし、臨時又は緊急の必要がある場合は、

理事長は休日に調査等業務を命じることがあるものとする。 
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第３章 調査等業務を行う事務所等 

（調査等業務を行う事務所等） 

第８条 調査等業務は、定款第２条に規定する主たる事務所において行う。 

２ 前項の主たる事務所が調査等業務を行う区域は全国とする。 

 

第４章 調査等業務の実施方法 

（担当及び分掌並びに実施体制） 

第９条 調査等業務は、機構の理事会の決議に基づき専務理事が分担執行し、事務局医療

事故調査・支援事業部が当該業務の事務を分掌する。 

２ 調査等業務の実施のため、一般社団法人日本医療安全調査機構定款（以下｢定款｣とい

う。）第45条第1項の規定に基づき、機構に次の委員会を置くものとする。 

⑴ 医療事故調査・支援事業運営委員会 

⑵ 総合調査委員会 

⑶ 再発防止委員会 

３ 医療事故調査・支援事業運営委員会は、理事会の諮問に応じ、調査等業務の活動方針

の検討及び活動内容の評価に関する事項について調査審議する。 

４ 総合調査委員会は、専務理事の諮問に応じ、センター調査における調査方針の検討及

びセンター調査に必要な事項について調査審議するものとし、当該委員会の下に個別調

査部会を置くものとする。 

５ 再発防止委員会は、専務理事の諮問に応じ、医療機関調査報告により収集した情報の

整理及び分析方針の検討並びに再発防止策を含む情報の整理及び分析に関する事項につ

いて調査審議するものとし、当該委員会の下に専門分析部会を置くものとする。 

６ 第２項の委員会の委員並びに第４項及び第５項の部会の部会員（以下「委員等」という。）

は、調査等業務について専門的知識又は識見を有し、かつ、機構との利害関係を有しない者

より構成するものとする。 

７ 前項のほか、委員会の任務、構成及び運営に関し重要な事項は、定款第45条第３項の

規定に基づき、理事会の決議により別に定める。 

（医療事故報告及び医療機関調査報告の受付） 

第10条 医療事故報告及び医療機関調査報告は、次のいずれかの方法により行わなければ

ならない。 

（１） 書面により受け付ける方法 

（２） ＷＥＢシステムを利用して受け付ける方法 
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２ 機構は、医療事故報告又は医療機関調査報告を受け付けた時は、医療法施行規則第１

条の１０の２第３項及び第１条の１０の４第２項に掲げる事項（以下この項において「報

告事項」という。）について記載がなされているかについて、｢地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行（医療

事故調査制度）について｣（平成２７年５月８日付医政発０５０８第１号）を踏まえて確

認し、報告事項に不備がある場合には、必要な追加又は訂正を当該管理者に対して求め

る。 

（情報の整理及び分析の実施及びその結果の報告） 

第11条 医療機関調査報告が行われた医療事故（以下「事例」という。）については、再発

防止委員会に設置された専門分析部会において、事例の匿名化及び一般化を行い、デー

タベース化し、類型化するなどして類似事例を集積し、共通点・類似点を調べ、傾向や

優先順位を勘案した分析をする。 

機構は、再発防止委員会おいて、専門分析部会の検討結果を分析し、分析結果報告及

び再発防止策に関する審議をさせる。 

２ 前項の分析における再発防止策の検討にあたっては、病院等の規模・体制等に配慮し

てこれを行う。 

３ 機構は、第１項の分析に基づき、個別事例ではなく集積した情報に対する分析に基づ

き一般化、普遍化したうえで、終了報告を行った病院等の管理者に対し、再発防止策を

含む情報の整理及び分析の結果を報告する。 

（センター調査） 

第12条 機構は、医療事故が発生した病院等（以下本条において「医療事故発生病院等」

という。）の管理者又は遺族から、当該医療事故について機構に対し、調査の依頼があっ

たときは、総合調査委員会に設置された個別調査部会において必要な調査を行うことが

できる。機構は、総合調査委員会において、個別調査部会の報告結果を分析し、調査報

告に関する審議をさせる。 

２ センター調査は、当該医療事故に係る医療機関調査の終了後において前項の依頼を受

けた場合には、医療機関調査の検証を中心に行う。 

３ センター調査は、当該医療事故に係る医療機関調査の終了前において依頼を受けた場

合には、当該医療機関調査の進捗状況等を確認するなどして当該医療事故発生病院等と

連携し、早期（約３ヶ月程度）に医療機関調査の結果が得られることが見込まれる場合

には、終了報告を受けてその検証を行う。 

４ センター調査は、前２項の規定に基づき、医療法施行規則第１条の１０の４第１項に

掲げる事項について、センター調査を適切に行うために｢地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行（医療事故調

査制度）について（平成２７年５月８日付医政発０５０８第１号厚生労働省医政局長通
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知）｣に掲げる｢医療機関が行う調査の方法｣で示した項目について、情報の収集及び整理

を行うことにより行う。 

５ センター調査における原因を明らかにするための調査及び再発防止策の検討は、客観

的な事実から構造的な原因を分析するものとし、個人の責任追及のためには行わない。 

６ 機構は、医療法第６条の１７第２項の医療機関に協力を求める際は、調査に必要かつ

合理的な範囲で協力依頼を行う。 

７ 機構は、前項の管理者が前項の協力を拒んだときは、医療法第６条の１７第４項の規

定によりその旨を公表することができる。  

（センター調査の費用） 

第13条 センター調査に係る経費の負担については、以下のとおりとする。 

⑴  病院等から調査の依頼を受けた場合 当該病院等から100,000円 

⑵  遺族から調査の依頼を受けた場合   当該遺族から20,000円 

２ 前項各号に規定する負担の額については、毎年度の調査等業務の状況等により検証し

必要に応じて見直しを行うものとする。 

  なお、徴収した費用の使途はセンター調査にかかる経費に限定する。 

３ 前項により見直す場合には、次の各号に定める範囲で見直すものとする。 

⑴ 遺族から調査の依頼を受けた場合の経費負担 一律数万円程度 

⑵ 病院等からの調査の依頼を受けた場合の経費負担 実費の範囲内 

（センター調査の結果の報告） 

第14条 機構は、センター調査報告について、医療法施行規則第１条の１０の４第２項及

び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行（医療事故調査制度）について（平成２７年５月８日付医政発０５

０８第１号厚生労働省医政局長通知）に掲げる事項を記載した調査結果報告書を当該医

療事故に係る病院等の管理者及び遺族に対して交付する。 

２ センター調査報告には院内調査報告書等の内部資料は含まないものとする。 

３ 第１項の調査結果報告書及びその他センター調査の内部資料については、法的義務の

ない開示請求に応じない。 

（研修） 

第15条 機構は、次の各号に掲げる対象者別に、当該各号に定める研修を行う。 

⑴  機構の職員 調査等業務（制度の理解、相談窓口業務、病院等への支援等）を円滑

に遂行するための研修 

⑵ 病院等の職員 科学性・論理性・専門性を伴った医療事故調査を行うための知識等

を習得する研修 

⑶ 支援団体の職員 専門的な支援に必要な知識等を学ぶ研修 
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２ 研修を行うに当たっては、既存の他の団体等が行っている研修と重複することがない

よう留意するものとする。 

３ 第１項第２号及び第３号に定める研修の実施に当たっては、一定の費用徴収を行う。

なお、徴収した費用は本業務にかかる経費に限定する。 

（相談） 

第16条 機構は、医療事故調査の実施に関する相談に応じる。 

２ 前項の相談について対応者は、受けた相談内容を記録し、保存する。その際、秘匿性

を担保する。 

（普及啓発） 

第17条 機構は、集積した情報に基づき、個別事例ではなく全体として一般化、類型化す

ることにより得られた医療の安全の確保に資する知見について病院等及び医療事故調査

等支援団体並びに国民その他に対して繰り返し情報提供を行う。 

２ 前項で提供した再発防止策について病院等への浸透及び適合の度合いに係る調査を行

う。 

 

第５章 役員の選任及び解任 

（役員の選任及び解任） 

第18条 機構の役員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法第６３条及び機構の定款第

５章に定めるところにより行う。 

２ 次に掲げる者は、役員になることができない。 

⑴ 医療法又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

⑵ 医療法第６条の２６第１項の規定により同法第６条の１５第１項の指定を取り消さ

れ、その取消しの日から２年を経過しない者 

 

第６章 調査等業務に関する秘密の保持 

（守秘義務及び情報公開等） 

第 19条 機構の役員及び職員、これら役員又は職員であった者並びに外部委託先の役員及

び職員、これら役員又は職員であった者（以下本条及び次条において「役職員等」とい

う。）は、正当な理由なく、調査等業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。 

２ 前項の規定により個人情報を含む役職員等の守秘義務を確保するために、次の各号に

掲げる事項について別に規程を定める。 
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⑴ 個人情報の保護並びに役職員等及び外部委託先の守秘義務 

 ⑵ 調査分析結果を含む情報の公開の方法 

 ⑶ 内部通報者及び公益通報者の保護 

 ⑷ 役職員等の倫理及び懲罰 

（守秘等の確保） 

第20条 機構は、前条各項の規定を確保するため、医療法、個人情報保護法、一般社団・

財団法人法、公益法人認定法、公益通報者保護法、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の使用等に関する法律及び労働基準法その他の関係法令を遵守し、役職

員等及び外部委託先に対する教育及び業務執行状況のチェックを計画的に行う。 

 

第７章 調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存 

（帳簿の保存） 

第21条 機構は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日か

ら３年間保存しなければならない。 

⑴ 終了報告を受けた年月日 

⑵ 前号の報告に係る医療事故の概要 

⑶ 第１号の報告に係る医療法第６条の１６第１号の規定による整理及び分析結果の概

要 

 

第８章 補則 

（委託） 

第22条 機構は、調査等業務の一部を、医療法第６条の１１第２項に規定される医療事故

調査等支援団体に委託することができる。 

２ 前項の委託を行う際には、当該委託を受ける医療事故調査等支援団体が当該委託に係

る業務に関して秘密を漏らさないことを確保するために必要な措置をとらなければなら

ない。 

３ 前項の管理措置については、個人情報保護法その他の法令を遵守し、当該医療事故調

査等支援団体との間で必要な事項を契約しなければならない。 

（補則及び委任） 

第23条 この規程に定めるもののほか、調査等業務について重要な業務の執行の決定は、

一般社団・財団法人法第９０条第４項の規定にしたがい理事会の決議により定めること

とし、それ以外の必要な事項は、理事長が別に定める。 
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２ 前項の決定にあたっては、予め厚生労働省と協議するものとする。 

 

附 則（平成２７年９月１７日 理事会決議） 

 この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 



平成 27 年度 

事  業  計  画  書

平成２７年９月

一般社団法人 日本医療安全調査機構

資料８
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平成 27年度事業計画書 

 
一般社団法人日本医療安全調査機構（以下「当機構」という。）は、医療法（昭

和 23 年法律第 205 号）第 6 条の 19 の規定に基づき、同法第 6 条の 18 に掲げる

医療事故調査・支援センターが行うこととされている調査等業務（以下「センタ

ー業務」という。）について、事業計画を次のとおり定める。 

 
平成 27年９月 17日 

一般社団法人 日本医療安全調査機構 
代表理事  髙久 史麿 

 

Ⅰ．調査等事業の実施［10月以降］ 

１．事業の概要 

当機構が行うセンター業務の内容は、以下のとおりとする。なお、その業務の

一部を医療法第 6条の 11第 2項に規定される医療事故調査等支援団体（以下「支

援団体」という。）に委託することがある。ただし、（７）の業務を行う場合には、

予めその内容について厚生労働省と協議するものとする。 

 (1) 医療機関の管理者から受ける医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必

要な情報の提供及び支援を行うこと。 

(2) 医療機関の院内事故調査の報告により収集した情報の整理及び分析を行う

こと。 

(3) 院内事故調査の報告をした医療機関の管理者に対する情報の整理及び分析

の結果の報告を行うこと。 

(4) 医療機関の管理者が医療事故に該当するものとして医療事故調査・支援セ

ンターに報告した事案について、医療機関の管理者又は遺族から調査依頼があ

った場合の調査（以下「センター調査」という。）の実施、及びその結果の報

告を行うこと。 

(5) 医療事故調査に従事する者に対する医療事故調査に係る知識及び技能に関
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する研修を行うこと。 

(6) 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。 

(7)  その他医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。 

 

２．事業実施に係る委員会等の設置等 

(1) 理事会の諮問に応じて、医療事故調査・支援事業運営委員会（以下「事業

運営委員会」という。）を開催し、センター業務の活動方針の検討及び活動内

容の評価を行い、理事会に答申する。 

(2) 専務理事の諮問機関として、 総合調査委員会を設置し、センター調査にお

ける調査方針の検討及びセンター調査結果の報告書を審議する。また、本委員

会において調査する事案毎に「個別調査部会」を設置する。当該部会において、

当該事案のセンター調査を検証し、調査結果の報告書案を作成する。 

(3) 専務理事の諮問機関として、再発防止委員会を設置し、医療機関の院内事

故調査結果の報告により収集した情報を整理し、事例の傾向や優先順位等を勘

案した分析方針の検討を行うとともに、「専門分析部会」の検討結果を検証し、

分析結果報告及び再発防止策に関する審議を行う。また、本委員会に「専門分

析部会」を設置し、医療機関の院内事故調査結果の報告により収集した情報を

整理した結果を踏まえ、医療機関の体制・規模等に配慮した再発防止対策の立

案等を検討する。 

 
３．事業実施をするための組織体制の整備 

本事業を運営するための組織体制として、次の組織により構成する「医療事故

調査・支援事業部」を設置し、必要な事業を行う。 

(1)「企画・調整班」を設置し、業務の運営に関する企画・立案、各班の総合調

整及び部の管理・運営に関することを行う。 

(2)「受付班」を設置し、医療機関の医療事故の判断及び医療事故調査に関する

相談に応じるとともに、医療事故発生及び医療事故調査結果の報告について

受付等を行う。 

(3)「調査班」を設置し、センター調査に係る業務を行う。 

(4)「分析班」を設置し、院内事故調査結果の報告書により収集した情報の整理・
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分析を行い、その結果について医療機関へ報告を行うとともに、医療事故の

再発の防止に関する普及啓発に係る業務を行う。 

(5)「研修班」を設置し、医療事故調査に従事する者に対し、医療事故調査に係

る知識及び技能に関する研修の企画立案及び実施を行うこととし、対象者別

の研修に係る業務を行う。 
 
４．医療事故の再発防止に関する普及啓発 

集積した情報に基づき、個別事例ではなく全体として得られた知見について、

印刷物又は Web上のシステム等によって情報提供し、普及啓発を行う。 

また、再発防止策がどの程度医療機関に浸透し適合しているか、調査を行う。 

 
５．医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修の企画立案及び実施 

医療事故調査に従事する者（機構職員、医療機関職員、支援団体職員）に対し、

対象者別に研修を行う。 

なお、徴収した費用の使途は本業務にかかる経費に限定する。 

なお、下記のとおり年度内に実施することとする。 

(1) 機構の職員向け 

センターの業務（制度の理解、相談窓口業務、医療機関への支援等）を円滑

に遂行するための研修 

(2) 医療機関の職員向け  

科学性、論理性、専門性を伴った医療事故調査を行うための知識を習得する

研修 

(3) 支援団体の職員向け  

・専門的な支援に必要な知識等を学ぶ研修 

(注）(2)及び(3)の研修を行うに当たっては、既存の他の団体等が行ってい

る研修と重複がないよう留意するものとする。 

(注) 上記(2)及び(3)の事業については、支援団体へ業務委託する。なお、

委託にあたっては、事前に厚生労働省と協議して実施する。 
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６．相談・報告システムの整備 

当該事業の準備期間において構成が決定されている情報管理データベースを

構築する。 

 

７．支援団体との協力 

構築された体制により、支援団体（医師会等医療関係団体）と円滑な制度の運

用に係る連携を図る。 

 

８．職員の体制整備 

事業遂行のため、事業実施に必要な人員については、別添人員配置計画のとお

りとする。なお、人員配置計画は、施行前において報告件数等を見込むことが難

しい中で、その見込に応じて計算した業務量に基づき算出したものであるため、

実際の採用にあたっては、施行後の状況を踏まえて、適宜、必要な人員の考え方

について厚生労働省と協議するものとする。 

 

９．機器及び備品等の整備 

センター業務に必要となる機器及び備品等を整備する。 

 
１０．法令等の遵守 

業務の実施にあたっては、医療法等の関係法令、「医療事故調査制度の施行に

係る検討について」（平成 27年 3月 20日医療事故調査制度の施行に係る検討会）

及び「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律の一部の施行（医療事故調査制度）について」（平成 27年 5月

8日付医政発 0508第 1号厚生労働省医政局長通知）を遵守し、医療法施行規則第

1条の 13の 2第 2項第 4号に規定されている調査等業務の実施に関する計画並び

に医療法第 6 条の 18 に規定されている業務規程及び収支予算書に基づくものと

する。 
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Ⅱ．調査等事業の実施に向けた準備［９月末まで］ 

１．事業運営に係る委員会の開催 

 (1) 事業運営委員会の開催 

事業運営委員会を設置・開催し、事業開始にあたっての本業務の活動方針の

検討を 9月末までに行う。 

(2) 運用マニュアル検討会議等の開催 
  運用マニュアル検討会議等を設置・開催し、下記の内容を検討する。 

なお、各マニュアルの作成にあたっては、厚生労働省と協議する。 

①医療事故発生時及び院内調査終了時の報告に関する手順の具体化 
   ・医療機関向け説明文書（報告先、報告方法、報告様式等）の作成 
   ・受付班職員の報告受付対応マニュアルの作成 

②医療事故調査の実施に関して医療機関からの相談に応じ必要な情報の提

供を行うための体制 
   ・医療機関向け支援マニュアルの作成 

③センター調査の依頼受付から調査結果報告に至るまでの手順の具体化 
   ・医療機関向け説明文書（依頼先、依頼方法、依頼様式等）の作成 
   ・調査班職員のセンター調査依頼対応マニュアルの作成 

 

２．人材育成 

当該調査の知識及び技能に関する研修を企画、順次実施する。 

(1) 医療事故調査制度の実施に向けた職員研修 

医療事故調査制度に係る関係法令等を理解し、業務を円滑に遂行するための、

知識・技能を習得する。 

(2) 新入職員の研修教育 

実際の事案を教材として、経験者とペアで一連の調査実践を通し、医療事故

調査の具体的知識・技能の習得をする。 

（3）職員向けマニュアルの作成 

・受付班職員の報告受付対応マニュアルの作成 

・調査班職員のセンター調査依頼対応マニュアルの作成 



6 

 

３．報告体制の構築 

医療事故と判断をする上での相談並びに医療事故報告及び医療事故調査報告

を受け付ける体制を整備する。 

 

(1) 情報システムの構築 

医療事故報告及び医療機関調査報告受付用のシステム開発を行う。また、情

報管理データベースの準備として、データベース基礎的情報項目の決定及び初

期段階のプログラム構成決定を行う。 

①医療事故報告及び医療機関調査報告の受付用システム開発 
・仕様書の作成 
・業者選定 
・医療事故報告及び医療機関調査報告の受付用のシステム開発 
・試験運用 

②情報管理データベースの準備 
・専門家との協議 
・データベース基礎的情報項目の決定及び第１期プログラム構成決定 
・全体構成の仕様書作成及び業者選定 

 

４．支援団体との連携 

支援団体（医師会等医療関係団体）との協力により、円滑な院内調査支援に係

る連携体制を構築する。 

 

５．広報及び周知 

(1) 医療事故調査制度説明会の開催（※） 
  医療事故調査制度の概要及び医療事故調査・支援センターの役割と報告・

相談方法について説明会を開催 

  ・日程及び会場 
   ① 8月 29日（土）東京会場 日本医師会館大講堂 

   ② 8月 30日（日）岡山衛生会館三木記念ホール 
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   ③ 8月 31日（月）福岡銀行本店大ホール 

   ④ 9月 13日（日）東北大学川内萩ホール 

   ⑤ 9月 21日（祝）北海道自治労会館 

   ⑥ 9月 23日（祝）名古屋大学豊田講堂 

   ⑦ 9月 24日（木）大阪国際交流センター 

(2) リーフレットの作成（※）  
・業者選定→契約→内容を業者と検討 

  ・ゲラ刷り出来上がり 
  ・完成 

(3) ホームページのリニューアル（※） 
  ・内容の検討→仕様の確定 

・業者選定→契約→発注 
・完成 

（4）医療機関向けの案内の作成（※） 

 

※ 上記、(1)から(4)については、事前に厚生労働省と協議する。 

 

６．事務所移転 

職員の増員による事務所の狭隘化、情報システムの構築によるセキュリティ

面及びサーバー室の設置、会議室の確保等の問題の面から事務所を移転する。 

・移転先の決定 

・賃貸借契約の締結 

・移転先事務所内レイアウトの検討 

・室内設備(電話、電気等)の検討 

・必要什器備品の検討 

・業者(引っ越し、備品関係、施設施工)の決定 

・引っ越し実施計画の策定 

・引っ越し実施 

・その他事務所の移転、開設及び事務所の維持運営に係る所要事務 

 

 

 



8 

７．職員の体制整備 

事業遂行のため、事業実施に必要な人員については、別添人員配置計画のとおり

とする。なお、人員配置計画は、施行前において報告件数等を見込むことが難し

い中で、その見込に応じて計算した業務量に基づき算出したものであるため、実

際の採用にあたっては、施行後の状況を踏まえて、適宜、必要な人員の考え方に

ついて厚生労働省と協議するものとする。 

８．機器及び備品等の整備 

調査等事業の実施に向けた準備期間における必要な機器及び備品等を整備する。 

（以 上） 
 



別添

（単位：人）

（再掲）常勤

0

（再掲）常勤

０

（再掲）常勤

1

（再掲）非常勤

0

（再掲）非常勤

５

（再掲）非常勤

７

（再掲）常勤

13

（再掲）非常勤

９

（再掲）常勤

７

（再掲）非常勤

２

　　人員配置計画

平成28年4月1日

医療事故調査・支援事業部

28

0

22

9

5 8

28 47

17

申請時現在

注）上記人員配置計画は、施行前において報告件数等を見込むことが難しい中で、その見込みに応じて計算した業務量に基づき算
出したものであるため、実際の採用にあたっては、施行後の状況を踏まえて、適宜、必要な人員の考え方について厚生労働省と協
議するものとする。

医師

看護師

事務

職種
10月1日



（単位：円）

Ⅰ

1.
１）経常収益
(1) 0 49,970,000 49,970,000

0 8,400,000 8,400,000
0 41,570,000 41,570,000

(2) 6,840,000 0 6,840,000
6,840,000 0 6,840,000

(3) 9,000,000 0 9,000,000
9,000,000 0 9,000,000

(4) 539,034,000 0 539,034,000
539,034,000 0 539,034,000

(5) 0 15,000,000 15,000,000
0 15,000,000 15,000,000

(6) 0 13,000 13,000
0 13,000 13,000
0 0 0

554,874,000 64,983,000 619,857,000

1) 0
(1) 555,605,000 0 555,605,000

0
245,571,000 245,571,000

0
31,300,000 31,300,000

0
12,409,000 12,409,000
6,217,000 6,217,000

20,280,000 20,280,000
28,479,000 28,479,000
3,485,000 3,485,000

406,000 406,000
18,440,000 18,440,000
6,300,000 6,300,000

44,390,000 44,390,000
19,836,000 19,836,000
38,311,000 38,311,000
10,000,000 10,000,000
70,181,000 70,181,000

(2) 0 52,880,000 52,880,000
0

9,262,000 9,262,000
3,233,000 3,233,000

711,000 711,000
528,000 528,000
600,000 600,000
45,000 45,000

0
0
0

18,000 18,000
0
0
0
0

32,776,000 32,776,000
0 0

70,000 70,000
5,637,000 5,637,000

555,605,000 52,880,000 608,485,000
△ 731,000 12,103,000 11,372,000

0
0
0

0 0 0
△ 731,000 12,103,000 11,372,000

収支予算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科 目 補助対象事業 法 人 会 計 合 計

受 取 寄 付 金

一 般 正 味 財 産 の 部

経常増減の部

医 療 界 か ら の 収 益
受 取 分 担 金
受 取 助 成 金

医 療 機 関 ・ 患 者 遺 族 か ら の 収 益
セ ン タ ー 調 査 受 取 負 担 金

受 託 収 益
研 修 収 益

受 取 補 助 金 等
受 取 国 庫 補 助 金

福 利 厚 生 費

受 取 寄 付 金
雑 収 益

受 取 利 息
雑 収 益

経 常 収 益 計
経 常 費 用
事 業 費

役 員 報 酬
給 料 手 当
退 職 給 付 費 用
法 定 福 利 費

諸 謝 金

旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
建 物 管 理 費
消 耗 什 器 備 品 費
消 耗 品 費
会 議 費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費
賃 借 料
保 守 料

消 耗 什 器 備 品 費

委 託 費
雑 費

管 理 費
役 員 報 酬
給 料 手 当
退 職 給 付 費 用
法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
建 物 管 理 費

消 耗 品 費
会 議 費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費
賃 借 料
保 守 料
諸 謝 金
委 託 費
租 税 公 課
雑 費

経 常 費 用 計
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額
基 本 財 産 評 価 損 益 等
特 定 資 産 評 価 損 益 等
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等
評 価 損 益 等 計

当 期 経 常 増 減 額

資料９



2. 経常外増減の部 0
(1) 経常外収益 0

0
(2) 経常外費用 0

0
0 0 0

731,000 △ 731,000 0
0 11,372,000 11,372,000
0 0 0
0 11,372,000 11,372,000

42,111,884
0 0 53,483,884

Ⅱ 0
0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Ⅲ 0 0 53,483,884

補助対象事業 法 人 会 計 合 計

税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

経 常 外 収 益 計

経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
他 会 計 振 替 額

科 目

正 味 財 産 期 末 残 高

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

指 定 正 味 財 産 増 減 の 部
受 取 補 助 金
受 取 負 担 金
受 取 寄 付 金
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高



一般社団法人日本医療安全調査機構

事務局組織規程

第１章 総 則

 （目的） 

第１条 この規程は、定款第６１条５項の定めにより、一般社団法人日本医療安全調査機構（以

下「機構」という。）の事務局の組織、業務分掌及び職務権限に関する基本的事項を定め、業務

の効率的運営及び責任体制の確立を図ることを目的とする。

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

⑴ 組織単位…機構の目的を達成するため、系統的に編成される職務遂行の構成単位をいう。

⑵ 職位…一定の職務権限を割り当てられた組織上の地位をいう。

⑶ 職務…事業活動として遂行すべき業務について、各職位に割り当てられたものをいう。

⑷ 責任…職務を遂行する義務及び付与された権限の行使又は不行使に対する結果に係る責務

をいう。

⑸ 権限…職務を遂行するために必要となる権能の範囲をいう。

⑹ 業務分掌…各組織単位に分担された所管業務の範囲をいう。

（職務遂行の原則） 

第３条 各職位は、職務遂行に当たり、お互いにその職務権限を尊重するとともに、職位間で分

掌範囲が不明確なときには、機構の目的に則って、相互にこれを補うものとする。

２ 機構の目的を達成するため、各職位は、その職務遂行に当たり、他の職位と密接な連絡を保

ち、協働に努めなければならない。

（命令系統の統一） 

第４条 組織は、職務につき系統的に編成し、かつ、その運営において指示及び命令の経路を明

確にすることで、命令系統を統一し、責任体制の確立及び職務の効率的遂行を図るものとする。

２ 指示及び命令は、職位が上位の者から下位の者に対して、階層的になされるものとし、これ

を行うことができる上級職位者（当該職位の直近上位の職位にある者をいう。以下同じ。）は、

１つの業務につき１人を原則とする。

３ 各職位は、その専門的知見に基づき、他の関係職位に対し、必要な助言又は勧告を行うこと

ができる。
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第２章 組 織

 （組織の編成） 

第５条 機構の事務局に、次の各号に定める組織単位を設置する。

⑴ 部

⑵ 班

 （職位の編成） 

第６条 事務局に事務局長、部長、班長及び主査を置く。

２ 事務局の長は、事務局長とする。

３ 部の長は、部長（医療事故調査・支援事業部の長は医師）とする。

４ 班の長は、班長とする。

５ 組織単位の長を欠くときは、当該組織単位を所管する直近上位の組織単位の長がこれを兼務

する。

 （参事等の職位編成） 

第７条 事務局に必要があると認めるときは、第６条に規定する職位編成以外に参事、調査役、

非常勤の嘱託、臨時雇用職員その他の職員を置くことができる。

 （職員の任免等）

第８条 職員の任免は、理事長が行う。重要な職員の任免は、理事会の決議を得てこれを行う。

２ 事務局職員の職務は、専務理事の承認を経て、事務局長が指定する。

（組織図） 

第９条 組織単位を図表化したもの（以下「組織図」という。）及び各組織単位の呼称は、別表の

とおりとする。

第３章 業務分掌

（分掌の原則） 

第１０条 各組織単位は、分掌の限界を維持し、業務の重複又は間隙が生じないよう努めなけれ

ばならない。

（協働の原則） 

第１１条 各組織単位は、相互に関係する業務について、全体の最適を図るよう協議し、機構の

事業活動が有機的に行われるよう協調しなければならない。



（各組織単位の業務分掌） 

第１２条 各組織単位の業務分掌は、次のとおりとする。 

 ⑴ 医療事故調査・支援事業部には、次の５つの班を置く。 

  ①企画・調整班 

   ・センター業務の運営に関する具体的な企画・立案を行う 

   ・各班の総合調整を行う 

   ・部の管理・運営に関することを行う 

・事業運営委員会の庶務を担当する 

  ②受付班 

   ・医療事故調査の実施に関する相談に応じる 

   ・医療事故発生時の報告の受付を行う 

   ・医療事故調査結果の報告の受付を行う 

  ③調査班 

   ・医療機関から医療事故発生の報告を受け付けたものについて、当該医療機関の管理者又

は遺族から調査依頼があった場合に調査を行う（以下、「センター調査」という） 

   ・センター調査の結果を当該医療機関の管理者及び遺族へ報告する 

   ・総合調査委員会の庶務を担当する 

  ④分析班 

   ・院内事故調査結果の報告書により収集した情報の整理・分析を行う 

   ・上記の個別事例についての報告ではなく、集積した情報の分析に基づき、一般化・普遍

化した内容を医療機関へ報告を行う 

   ・医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行う 

   ・再発防止委員会の庶務を担当する 

 ⑤研修班 

   ・医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修の企画立案及び実施を行う 

 ⑵ 総務部は、次の業務を行う。 

   庶務・人事・経理及び他部の分掌に属さない業務に関することを行う 

 

第４章 責任・権限 
 

（各職位の責任・権限） 

第１３条 各職位は、その職務の遂行について責任を負うとともに、その遂行に必要な権限を有

する。 

 （事務局長） 

第１４条 事務局長は、事務局の事務を掌理する。 



 （部長等） 

第１５条 部長は、事務局長の命を受けて、部の所掌事務を処理する。 

２ 班長は、部長の命を受けて、班の所掌事務を処理する。 

３ 主査は、部長及び班長を補佐し、部内及び各班の所掌事務の総合調整を行う。 

（権限の行使） 

第１６条 各職位は、権限について、前２条により行使しなければならない。 

２ 各職位は、権限を濫用してはならない。 

３ 各職位は、他の職位から職務等に関して協力を求められたときは、積極的にこれに応じなけ

ればならない。 

４ 各職位は、職務の遂行状況及び結果について所属長（当該従業員が属する組織単位の長をい

う。以下同じ。）に報告しなければならない。 

（権限の代行） 

第１７条 権限は、原則として責任を負う立場にある職位が自ら行使する。ただし、出張、傷病

又はその他の事由により、当該職位がその権限を行使することができないときは、上級職位者

が代行し、又は、その都度指名された者が代行するものとする。 

（権限の委任） 

第１８条 各職位が業務又はその他の事由により職務を委任する場合は、その遂行に必要な権限

もあわせて委任しなければならない。 

２ 前項の場合において、委任者は受任者の職務遂行を円滑ならしめる環境の整備を行うととも

に職務を委任したことについての責任を負う。受任者は委任者に対して職務の遂行状況及び結

果について報告しなければならない。 

 

第５章 補則 
 

（改廃） 

第１９条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 （補則） 

第２０条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則（平成２７年９月１７日理事会決議） 

 この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 
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